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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　第一の電極と、
　第二の電極と、
　前記第一の電極と前記第二の電極との間に配置される発光層とを有する発光素子であっ
て、
　前記発光素子が封止ガラス板により封止されており、
　前記基板と前記第一の電極との間、もしくは前記第二の電極と前記封止ガラス板との間
に光学薄膜が形成され、
　前記光学薄膜は、誘電体材料のみからなる第一の領域と、前記誘電体材料中に空隙が存
在する第二の領域とが上下方向に分離した構造を有し、
　前記光学薄膜は、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料とし、
　前記光学薄膜を複数層積層することを特徴とする発光素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光素子において、
　前記光学薄膜は前記発光素子を構成するいずれの材料層よりも屈折率が低いことを特徴
とする発光素子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発光素子において、
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　前記空隙は５ｎｍ以上７００ｎｍ以下のサイズであることを特徴とする発光素子。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の発光素子において、
　前記空隙のサイズは可視光波長と同程度かそれ以下の短い波長に相当する物体の大きさ
に光が当たったときに生じるＭｉｅ散乱に基づく散乱光を前記発光素子の外部に取り出す
構成を有していることを特徴とする発光素子。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の発光素子において、
　前記空隙の形状は、球状や楕円球状であるか、或いは扁平な形状でもよく縦長の形状で
もよく、
　屈折率が前記誘電体材料の屈折率よりも小さく設定されていることを特徴とする発光素
子。
【請求項６】
　請求項１に記載の発光素子において、
　前記誘電体材料は、酸化物の絶縁材料であることを特徴とする発光素子。
【請求項７】
　請求項１に記載の発光素子において、
　前記光学薄膜は透明である前記第一の電極上に接する配置であることを特徴とする発光
素子。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の発光素子において、
　前記封止ガラス板は封止シール剤を用いて発光素子に対向して設定してある配置で構成
され、
　前記封止ガラス板には前記光学薄膜を多層に積層して設けてあり、
　積層した前記光学薄膜の側を有機発光素子と電極に相対向させてある構成において、
　前記封止ガラス板に積層された前記光学薄膜を通して、前記有機発光素子の発光層から
出射した光が外部へ取り出されるように構成してあることを特徴とする発光素子。
【請求項９】
　請求項８に記載の発光素子において、
　前記光学薄膜を多層に積層して設けてある前記封止ガラス板が前記第二の電極に接して
設けてあることにより、
　前記有機発光素子の発光層から出射光が前記第二の電極から封止気体を通らずに前記封
止ガラス板の前記光学薄膜に直接入射通過した後、光が外部へ取り出されるように構成し
てあることを特徴とする発光素子。
【請求項１０】
　請求項１に記載の発光素子において、
　光取り出し面の最上層である封止ガラス板が透明のときに、前記封止ガラス板上に接す
る形で、前記光学薄膜を設けてあることを特徴とする発光素子。
【請求項１１】
　請求項１に記載の発光素子において、
　母材である誘電体材料からなる空隙のない領域と、
　可視光波長程度以下のナノメータオーダのサイズである空隙を有している領域とが分離
して構成されている前記光学薄膜の一層に対しては、原材料としてゾル状材料を用いて紫
外線照射或いは加熱によりまたは紫外線照射及び加熱の両方により硬化させる一回の工程
において形成してあり、屈折率の低い領域と屈折率の高い領域を有している該光学薄膜を
設けてあることを特徴とする発光素子。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の発光素子を有することを特徴とする発光ディス
プレイ表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子及び発光光を制御する素子構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置に搭載する発光素子では、有機分子材料により構成された有機ＥＬ発光素子が
高性能な薄膜ディスプレイの用途に対して有望である。しかしながら表示装置に適用され
る有機ＥＬ素子においては、従来光取り出し効率が２０％弱と小さいため、光取り出しの
具体的な向上策が必要であり以下のような検討がなされている。有機ＥＬ素子に対して光
取り出し効率を改善するために、サブミクロンやナノメータオーダの微細構造を適用する
ことが報告されている。下記特許文献１では、有機ＥＬ素子において３－１０ｎｍ厚みの
シリカ粒子と１０－５０ｎｍオーダの多孔質を含んだエアロゲルを作製導入し、基板と発
光層の間に設けることにより、フォトルミネセンス発光強度が２倍になることが示されて
いる。また非特許文献１においては、薄膜トランジスタ基板と透明電極の間にエアロゲル
を導入し、電流効率が約６０％改善できた結果が述べられている。
【０００３】
　非特許文献２では、有機ＥＬ素子において、ガラス基板上で透明電極の下部にあたる領
域に、シリコン窒化膜ＳｉＮを設け、ガラス基板とＳｉＮ膜の境界に深さ７０－４００
ｎｍで２００－９００ｎｍの周期パターンを設けたフォトニック結晶をベースとして、光
取り出し効率の改善を試みている。その結果、パターン溝の深さを深くすることにより光
取り出し効率が向上でき、光取り出しを５０％増大できることが示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２０１４４３号公報
【非特許文献１】横川　弘、有機分子・バイオエレクトロニクス分科会第９回講習会２０
０１
【非特許文献２】Yong-Jae Lee, et al. Appl.Phys.Lett, 82, 3779(2003).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の文献においては、光取り出し効率の改善が図られているが、それ以外の有機発光
デバイスの特性を向上させるための構成は考慮されていない。また、これらの技術では、
特殊な工程や複雑で精密な制御技術が必要であり、発光強度，生産性を安定化することは
困難である。
【０００６】
　本発明では低屈折率の光学薄膜を用い、比較的簡易に有機ＥＬ発光素子の光取り出し効
率を改善し、発光効率の向上や動作電流や消費電力の低減など素子の性能向上を図り、さ
らには発光スペクトルの半値幅を低減して色純度を高く向上させることを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、基板と、第一の電極と、第二の電極と、第一の電極と第二の電極との間に配
置される発光層とを有する発光素子であって、発光素子が封止ガラス板により封止されて
おり、基板と第一の電極との間、もしくは第二の電極と封止ガラス板との間に光学薄膜が
形成され、光学薄膜は、誘電体材料のみからなる第一の領域と、誘電体材料中に空隙が存
在する第二の領域とが上下方向に分離した構造を有し、光学薄膜は、シリカ分散ゾル，コ
ロイダルシリカ及びアルコールを出発原料とし、光学薄膜を複数層積層する構成をとる。
【０００８】
　また、上記光学薄膜は前記発光素子を構成するいずれの材料層よりも屈折率が低い構成
をとる。
【０００９】
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　また、上記光学薄膜を複数層積層する構成をとる。
【００１０】
　また、上記光学薄膜の空隙を５ｎｍ以上７００ｎｍ以下のサイズとする構成をとる。
【００１１】
　また、上記光学薄膜を構成する誘電体材料は、酸化物または窒化物の絶縁材料とし、特
にＳｉＯ2，Ａｌ2Ｏ3，ＴｉＯ2、に代表される酸化物、ＳｉＮ，ＡｌＮに代表される窒化
物とする構成をとる。
【００１２】
　また、上記光学薄膜は透明電極上に接する配置とする構成をとる。
【００１３】
　また、上記発光素子において、発光素子及び電極のパターンが封止ガラス板により封止
されており、封止ガラス板は封止シール剤を用いて発光素子に対向して設定してある配置
で構成され、前記封止ガラス板には前記光学薄膜を単層或いは多層に積層して設けてあり
、積層した前記光学薄膜の側を有機発光素子と電極に相対向させてある構成において、前
記封止板に積層された前記光学薄膜を通して、前記有機発光素子の発光層から出射した光
が外部へ取り出されるようにする構成をとる。
【００１４】
　また、上記発光素子において、前記光学薄膜を単層或いは多層に積層して設けてある前
記透明な封止板が有機発光素子の透明電極に接して設けてあることにより、前記有機発光
素子の発光層から出射光が透明電極から封止気体を通らずに封止板の前記光学薄膜に直接
入射通過した後、光が外部へ取り出されるようにする構成をとる。
【００１５】
　また、上記発光素子において、光取り出し面の最上層が透明基板のときに、該透明基板
上に接する形で、光学薄膜を設ける構成をとる。
【００１６】
　また、上記発光素子において、母材である誘電体材料からなる空隙のない領域と、可視
光波長程度以下のナノメータオーダのサイズである空隙を有している領域とが分離して構
成されている前記光学薄膜の一層に対しては、原材料としてゾル状材料を用いて紫外線照
射或いは加熱によりまたは紫外線照射及び加熱の両方により硬化させる一回の工程におい
て形成してあり、屈折率の低い領域と屈折率の高い領域を有している該光学薄膜を設ける
構成をとる。
【００１７】
　また、上記発光素子を有する発光ディスプレイ表示装置の構成をとる。
【００１８】
　本発明で以下に述べる光学薄膜を有機ＥＬ発光素子に検討導入し、光取り出し効率を向
上させかつ発光スペクトルの半値幅を低減して色純度を向上させる内容について述べる。
【００１９】
　まず光学薄膜に関して述べると、従来では上記背景技術の引例において説明したエアロ
ゲル薄膜が溶液コーティングしゾルゲル反応後、疎水化処理，超臨界ＣＯ2 乾燥を通して
得られている。このエアロゲル薄膜については、図１（ａ）（ｂ）に示すように、ガラス
基板の上に３－１０ｎｍ程度のシリカ球と、シリカ球の間の網目状構造を有する空隙が
１０－５０ｎｍ程度存在した構成を有しており、屈折率が１.０１－１.２の低い値となっ
ている。この薄膜は非常に低い屈折率を有しているが、網目状空隙の占める割合が全体に
対して大きいため、膜強度が弱く脆弱性がある膜となっている。また作製工程において、
疎水化処理や超臨界ＣＯ2 乾燥といった特殊な工程が必要となっている。さらに、シリカ
球は３－１０ｎｍの範囲で網目状空隙が１０－５０ｎｍの範囲であるので、この大きさは
通常の可視光の波長４００－７００ｎｍに対して散乱光を生じる際に、波長よりも非常に
小さい粒子や空隙に相当する、特に５０ｎｍ以下の物体に対する散乱を示すRayleigh散乱
に基づく散乱光になる。
【００２０】
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　これに対して、本発明で用いる光学薄膜は特徴と機能性を併せ持つ膜であり、図２(ａ)
（ｂ）に示すように、ガラス基板上にナノメータサイズの空隙を含んで形成でき、断面構
造を走査透過型電子顕微鏡により観察した結果、概略図２（ａ）のＡＡ′破線より空隙が
光学薄膜の上部の領域に分離して占めることが判明した。この光学薄膜は、シリカ分散ゾ
ル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として膜を作製する手法により得られる
ものである。電子顕微鏡観察において元素分析をすると、ナノメータサイズの空隙中では
、アルコール成分を示す炭素Ｃ，酸素Ｏ，水素Ｈが検出され、空隙以外の領域では、シリ
カＳｉＯ2 を示すシリコンＳｉと酸素Ｏのみが観測された。これにより、ナノメータサイ
ズの空隙を有する上部領域IIでは屈折率が低く、空隙の存在しないシリカのみの下部領域
Ｉではシリカ単体の屈折率になっていると見ることができる。このため、本発明で用いる
光学薄膜は、屈折率が相対的に低い上部領域IIと、屈折率が相対的に高い下部領域Ｉに分
離できる特徴を有する。膜全体では、平均的な屈折率はシリカ単体の場合よりも低い屈折
率であることも光学的に分析評価して判明している。膜全体における平均的な屈折率は、
膜の作製条件を調節することにより、ナノメータサイズの空隙の平均的な大きさや占有割
合を調整できるので、空隙が存在しないシリカの屈折率１.５ から屈折率の低い方の値へ
低減でき制御できる機能性を有する。最小の屈折率は、作製条件により１.０９ まで低減
できた。以上の結果、本発明の光学薄膜は、シリカ単体よりも低屈折率で屈折率が1.09－
１.５ の範囲であり、かつ膜の作製条件により、単層の膜の中でナノメータサイズの空隙
が存在する屈折率の低い領域と空隙の存在しないシリカ単体の領域とに上下分離させるこ
とが可能である特徴を有している。
【００２１】
　さらに、本発明の光学薄膜には、ナノメータサイズの空隙の形状が様々であり、球状の
空隙から扁平な楕円状，長方形状や斜めの三日月状などの形状がランダムに存在すること
が特徴である。それらの大きさを波長で示すと、おおよそ５０－４００ｎｍの範囲であり
、可視光の青紫色波長領域と同程度かそれよりも短い波長に相当する、可視光波長程度以
下である特徴を有していることが判った。このことは、本発明の光学薄膜を可視光４００
－７００ｎｍが通過する際に、青紫色領域の可視光波長と同程度かそれ以下の短い波長に
相当する物体の大きさに光が当たったときに生じるＭｉｅ散乱に基づく散乱光になること
が特徴である。本発明の光学薄膜では、通過する光の散乱光がＭｉｅ散乱となる条件を積
極的に活用することが特徴である。本発明の素子構成では、有機ＥＬ発光素子の発光層か
らの可視光を臨界角で反射導波する光とせずに、本発明の光学薄膜を通してＭｉｅ散乱光
として発光素子の外部に取り出す機能性がある。Ｍｉｅ散乱光の強度分布形状は、入射光
が進行方向で物体にあたった後放射状に大きく一旦膨らんでその後減衰するような風船の
ような形をとるのが特徴である。Ｍｉｅ散乱において、入射光が物体にあたってその後大
きく反射せずかつ大きく減衰せずに、散乱光が得られるようにするには、物体の大きさが
光の波長程度より小さい方が望ましい。物体にあたったときの反射を大きく受けないため
に目安として、波長の１／２程度までとすると、Ｍｉｅ散乱光を有効に活用できるのは
Rayleigh散乱との境界となる５０ｎｍから入射光の半分の波長まで程度となる。これによ
ると、本発明の光学薄膜に導入するナノメータサイズの空隙の大きさは、５０ｎｍから
２００ｎｍ程度に制御することが望ましい。
【００２２】
　次に、発光素子の光取り出しに関して、本発明の光学薄膜と通常の低屈折率層の役目の
違いについて、図３と図４を用いて説明する。まず図３（ａ）において、光取り出し面を
透明ガラス基板５として見ると、光取り出し面では臨界角θc(１) がガラス基板と空気の
屈折率それぞれｎglass，１.０であるとすると、θc(１) ＝sin-1(１／ｎglass)で求まり
、これ以上の入射角となる光は外部へ取り出せないことになる。このとき、透明電極６を
通して、有機層７の発光点を見た場合の出射角θst(１)が、立体角から計算される光取り
出し効率１－cosθst(１) を示す指標となる。図３（ｂ）では、低屈折率層８を導入した
場合を示しているが、古典光学では低屈折率層８において、有機層７の発光点からの出射
光は屈折率に依存して大きく屈折しているものの、ガラス基板の臨界角により規定される



(6) JP 4406572 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

ので、結局臨界角θc(１) ＝θc(２) でθst(１) ＝θst(２) であるため、光取り出し効
率は変化せず１－cosθst(１) ＝１－cosθst(２) となり同じ値である。このため、低屈
折率層のみを導入するだけでは、その効果は光取り出し面において、発光点からの光取り
出し距離が拡大し、Ｌ（１）＜Ｌ（２）の関係にあるだけであり、光取り出し効率には効
果が無いと言うことができる。
【００２３】
　これに対して、図４に示すように、本発明の光学薄膜９は低屈折率層であるだけではな
く、可視光波長程度以下のナノメータサイズの空隙を有するため上記のＭｉｅ散乱光とし
て上部へ取り出すことが可能となる。図４（ａ）に示す空隙の領域において、ガラス基板
の光取り出し面で規定される入射角よりも大きな角度で入射する光を散乱光として、入射
角度を変化させることが可能となるため、その散乱光の光取り出し面での入射角が臨界角
以内の光として発光素子外部に取り出せることになる。この際に、光取り出し効率は有機
層７から透明電極に対する臨界角がある場合、その臨界角より小さい角度で入射する光を
少なくとも光学薄膜９の空隙の存在する領域で散乱光にして光取り出しを向上させること
ができるので、光取り出しのための有効な立体角を広げることになる。このことは、光取
り出しに寄与する立体角の指標となる角度θst(３)が図３のθst(１) やθst(２) よりも
大きくできることを示し、光取り出し効率は１－cosθst(３) ＞１－cosθst(１) ＝１－
cosθst(２) の関係となり、本発明のナノメータサイズの空隙を有する光学薄膜を導入す
ることによって、光取り出し効率を改善できることを示すことが説明できる。本発明の発
光素子において光取り出し効率を改善できる根拠は上記の通りである。
【００２４】
　さらに本発明の光学薄膜では、単一層においてナノメータサイズの空隙が存在する領域
と存在しない領域とに作製条件によって分離させることが可能である。このため、図４
（ｂ）に示すように、本発明の光学薄膜９を単純に複数層重ねるだけで、空隙の存在する
屈折率の相対的に低い領域と空隙の存在しない屈折率の相対的に高い領域を繰り返した周
期構造にできることが特徴である。この空隙の存在する領域を光が通過する際に、散乱光
として上部へ取り出すことが可能である。反射により光の減衰が徐々に大きくなるので、
光取り出し成分の強度を確保するには、光学薄膜９の積層数を適切に制御して周期数を最
適設計する必要がある。
【００２５】
　また、光学薄膜９は、その積層数によって、有機層７からの発光強度を制御することに
も適用させることができる。図４（ｂ）において光学薄膜９の積層によって、ＤＢＲ
(Distributed Bragg Reflector) 反射鏡とすることができ、積層数を制御することによっ
てＤＢＲ反射鏡の反射率を制御したり反射や透過スペクトルを制御することが可能となる
。本発明の素子構成では、光学薄膜９の積層数を適切に設定して、有機層７の発光スペク
トルの制御を行った。有機ＥＬ発光素子では、青色素子のスペクトルにおける長波長域の
裾の部分に相当する青色から緑色の波長域と、緑色素子のスペクトルにおける短波長側の
緑色から青色の波長域が重なる領域があり、青色素子と緑色素子においてスペクトル幅が
広いため色純度が低いという問題があった。これを解決するために、本発明の素子では光
学薄膜９を積層しＤＢＲ反射鏡周期構造を形成させることによって、青色素子と緑色素子
のスペクトルピーク間での透過率を制御する対策を行った。この対策を施した実施例にお
いて結果を示しているが、青色素子と緑色素子のスペクトルにおいて半値幅を縮小させ色
純度を向上できることが計算により説明できた。さらに緑色素子と赤色素子のスペクトル
ピーク間でも同様に、適切に設定した光学薄膜９の積層により形成したＤＢＲ反射鏡周期
構造によって、緑色素子と青色素子のスペクトルピーク間での透過率制御の対策を行うと
、緑色素子のスペクトルにおいて半値幅を縮小しさらに色純度を向上できることを計算に
より説明した。
【００２６】
　以上により、本発明の光学薄膜を積層した発光素子では、ナノメータサイズの空隙にお
けるＭｉｅ散乱光を活用することにより光取り出し効率を改善できる特徴を有し、また本
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光学薄膜の多層膜では相対的な低屈折率の領域を周期構造にできる機能性によって、発光
スペクトルの半値幅を低減し色純度を高く向上させることが可能である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の光学薄膜を積層した発光素子では、発光層からの出射光に対してＭｉｅ散乱光
を活用することにより光取り出し効率を改善し、また多層膜にすることによって発光スペ
クトルの半値幅を低減し色純度を高く向上させることが可能である。光取り出し効率を改
善することは、素子特性では同じ発光輝度を得るための動作電流や動作電圧を低減させる
ので、消費電力を低減できることにも効果がある。また有機ＥＬ発光素子では、青色波長
領域と緑色波長領域の発光スペクトルでは半値幅が広く色純度が低い状況であったが、本
発明の光学薄膜の条件と所望の設計を行うことにより多層膜を適用した素子では、青色波
長領域と緑色波長領域において発光スペクトルの半値幅を低減できる効果を示した。スペ
クトルピーク強度を極端に落とさずに半値幅を低減できるので、素子の発光特性を維持し
ながらスペクトル色純度を高く向上できることが可能である。
【００２８】
　本発明の光学薄膜は、特に有機ＥＬ発光素子において有効であり上記効果が得られる特
徴がある。さらに、白色の有機ＥＬ発光素子にも有効であり、可視光のうち青色に黄橙色
を混合した場合や青色緑色赤色の三原色を混合する発光層を有する素子においても適用で
き有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の実施例を以下に示す。
【実施例１】
【００３０】
　図５を用いて本発明の一実施例を以下に説明する。本実施例では、ボトムエミッション
型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。図５において、ガラス基板或いは薄膜トラ
ンジスタ素子及び回路を有する基板１０の上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及び
アルコールを出発原料とする光学薄膜１１を形成する。光学薄膜１１には可視光波長以下
のサイズの空隙が存在する領域IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形成される。その上に
、インジウムスズ酸化物のＩＴＯ透明電極１２を形成し、連続して正孔注入層１３，正孔
輸送層１４，発光層１５，電子輸送層１６，ＬｉＦ／Ａｌ電極１７を蒸着して、ボトムエ
ミッション型の有機ＥＬ発光素子を形成する。次に、封止ガラス板１８に対してシール剤
１９を用い固定する。
【００３１】
　光学薄膜を構成することにより、ボトムエミッション型の有機ＥＬ発光素子において、
発光層１５からの光は光学薄膜１１の空隙の存在する領域IIを通過し、Ｍｉｅ散乱に基づ
いて散乱光を取り出す。このため光学薄膜１１の無い場合に比べ、基板１０からの光取り
出し効率を改善できる。
【実施例２】
【００３２】
　図６（ａ）（ｂ）を用いて本発明の他の実施例を以下に説明する。本実施例では、トッ
プエミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。図６（ａ）において、ガラ
ス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板１０の上に、金属Ａｌ／Ｎｄ電
極２１，電子輸送層１６，発光層１５，正孔輸送層１４，正孔注入層１３を蒸着し、イン
ジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２６を形成する。その後、シリカ分散ゾル，コ
ロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として光学薄膜１１を形成する。光学薄膜１１
には可視光波長以下のサイズの空隙が存在する領域IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形
成される。
【００３３】
　次に、封止ガラス板１８に対して封止シール剤１９を用い固定する。この際に、図６
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（ｂ）に示すように、封止ガラス板１８を光学薄膜１１に接するように、真空引きをしな
がら封止を行うことによって、封止ガラス板１８が光学薄膜１１に密着するようにした構
成も形成可能である。
【００３４】
　光学薄膜を構成することにより、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素子において、
発光層１５からの光は光学薄膜１１の空隙の存在する領域IIを通過し、Ｍｉｅ散乱に基づ
いて散乱光を取り出す。このため光学薄膜１１の無い場合に比べて封止ガラス板１８から
の光取り出し効率を改善できる。
【実施例３】
【００３５】
　図７（ａ）（ｂ）を用いて本発明の他の実施例を以下に説明する。本実施例では、トッ
プエミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。図７（ａ）において、ガラ
ス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板１０の上に、金属Ａｌ／Ｎｄ電
極２１，電子輸送層１６，発光層１５，正孔輸送層１４，正孔注入層１３を蒸着し、イン
ジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２６を形成する。その後、封止ガラス板１８の
上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として光学薄膜１１
を形成したものを準備する。光学薄膜１１には可視光波長以下のサイズの空隙が存在する
領域IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形成される。次に、光学薄膜１１を有する封止ガ
ラス板１８を上下反転させ、光学薄膜１１を有機ＥＬ発光素子に対抗させて、封止シール
剤１９を用い固定する。この際に、図７（ｂ）に示すように、光学薄膜１１を有する封止
ガラス板１８をＩＺＯ透明電極２６に接するように、真空引きをしながら封止を行うこと
によって、光学薄膜１１をＩＺＯ透明電極２６に密着するようにした構成も形成可能であ
る。
【００３６】
　光学薄膜を構成することにより、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素子において、
発光層１５からの光は光学薄膜１１の空隙の存在する領域IIを通過し、Ｍｉｅ散乱に基づ
いて散乱光を取り出す。このため光学薄膜１１の無い場合に比べて封止ガラス板１８から
の光取り出し効率を改善できる。
【実施例４】
【００３７】
　図８（ａ）（ｂ）を用いて本発明の他の実施例を以下に説明する。本実施例では、トッ
プエミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。図８（ａ）において、ガラ
ス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板１０の上に、金属Ａｌ／Ｎｄ電
極２１，電子輸送層１６，発光層１５，正孔輸送層１４，正孔注入層１３を蒸着し、イン
ジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２６を形成する。その後、シリカ分散ゾル，コ
ロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として本発明の光学薄膜１１を形成する。光学
薄膜１１には可視光波長以下のサイズの空隙が存在する領域IIと、空隙の存在しない領域
Ｉとが形成される。その後、封止ガラス板１８の上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリ
カ及びアルコールを出発原料として光学薄膜１１を形成したものを別に準備する。この光
学薄膜１１においても、可視光波長以下のサイズの空隙が存在する領域IIと、空隙の存在
しない領域Ｉとが形成される。次に、光学薄膜１１を有する封止ガラス板１８を上下反転
させ、光学薄膜１１を有機ＥＬ発光素子に対抗させて、封止シール剤１９を用い固定する
。この際に、図８（ｂ）に示すように、光学薄膜１１を有する封止ガラス板１８を対向す
る光学薄膜１１に接するように、真空引きをしながら封止を行うことによって、２つの光
学薄膜を密着するようにした構成も形成可能である。
【００３８】
　本実施例の光学薄膜を構成させることにより、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素
子において、発光層１５からの光は２つの光学薄膜の空隙が存在する領域IIに通過し、
Ｍｉｅ散乱に基づいて散乱光を取り出す。このため２つの光学薄膜１１の無い場合に比べ
て封止ガラス板１８からの光取り出し効率を改善できる。



(9) JP 4406572 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

【実施例５】
【００３９】
　図９，図１０及び図１１を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。本実施例では、
光学薄膜を複数層重ねて、屈折率の周期構造を形成した場合を示す。図９では、ボトムエ
ミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示し、図１０と図１１では、トップエ
ミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用した場合を示す。
【００４０】
　図９において、ガラス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板１０の上
に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料として、本発明の光学
薄膜１１を複数層重ねて形成する。光学薄膜１１には可視光波長以下のサイズの空隙が存
在する領域IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形成されることにより、複数層重ねた光学
薄膜１１の多層において、シリカのみで構成される相対的に屈折率の高い領域Ｉと、ナノ
メータサイズの空隙を有する相対的に屈折率の低い領域IIが周期的に繰り返されたＤＢＲ
反射鏡が構成される。その後、インジウムスズ酸化物のＩＴＯ透明電極１２を形成し、連
続して正孔注入層１３，正孔輸送層１４，発光層１５，電子輸送層１６，ＬｉＦ／Ａｌ電
極１７を蒸着して、ボトムエミッション型の有機ＥＬ発光素子を形成する。次に、封止ガ
ラス板１８に対して封止シール剤１９を用い固定する。
【００４１】
　或いは、図１０と図１１のように、トップエミッション型の有機ＥＬ発光素子に適用し
た場合を示す。
【００４２】
　図１０において、ガラス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板２０の
上に、金属Ａｌ／Ｎｄ電極２１，電子輸送層１６，発光層１５，正孔輸送層１４，正孔注
入層１３を蒸着し、インジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２６を形成する。その
後、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発原料とする光学薄膜１１を
複数層重ねて形成する。光学薄膜１１には可視光波長以下のサイズの空隙が存在する領域
IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形成されることにより、複数層重ねた光学薄膜２７の
多層において、シリカのみで構成される相対的に屈折率の高い領域Ｉと、ナノメータサイ
ズの空隙を有する相対的に屈折率の低い領域IIが周期的に繰り返されたＤＢＲ反射鏡が構
成される。次に、封止板２８に対してシール剤２９を用い固定する。この際に、図１０に
示すように、封止ガラス板１８を光学薄膜１１に接するように、真空引きをしながら封止
を行うことによって、封止ガラス板１８が光学薄膜１１に密着するようにした構成に形成
する。
【００４３】
　図１１において、ガラス基板或いは薄膜トランジスタ素子及び回路を有する基板１０の
上に、金属Ａｌ／Ｎｄ電極２１，電子輸送層１６，発光層１５，正孔輸送層１４，正孔注
入層１３を蒸着し、インジウム亜鉛の酸化物であるＩＺＯ透明電極２６を形成する。その
後、封止ガラス板１８の上に、シリカ分散ゾル，コロイダルシリカ及びアルコールを出発
原料とする、光学薄膜１１を複数層重ねて形成したものを準備する。光学薄膜１１には可
視光波長以下のサイズの空隙が存在する領域IIと、空隙の存在しない領域Ｉとが形成され
ることにより、複数層重ねた光学薄膜１１の多層において、シリカのみで構成される相対
的に屈折率の高い領域Ｉと、ナノメータサイズの空隙を有する相対的に屈折率の低い領域
IIが周期的に繰り返されたＤＢＲ反射鏡が構成される。次に、光学薄膜１１の複数層を有
する封止ガラス板１８を上下反転させ、光学薄膜１１を有機ＥＬ発光素子に対向させて、
封止シール剤１９を用い固定する。この際に、図１１に示すように、光学薄膜１１を有す
る封止ガラス板１８をＩＺＯ透明電極２６に接するように、真空引きをしながら封止を行
うことによって、光学薄膜１１をＩＺＯ透明電極２６に密着するようにした構成に形成す
る。
【００４４】
　本実施例の光学薄膜を構成させることにより、ボトムエミッション型とトップエミッシ
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ョン型の両方の有機ＥＬ発光素子において、発光層からの光を光学薄膜の空隙の存在する
領域IIを周期的に配列させたＤＢＲ反射鏡に通過させるようにし、前項で説明したＭｉｅ
散乱に基づいて散乱光を取り出し、光学薄膜の無い場合に比べ光取り出し効率を改善でき
た。
【００４５】
　さらに、本実施例の素子構成では、光学薄膜の積層数を適切に設定して、有機層の発光
スペクトルの制御を行うことが可能である。図９，図１０及び図１１に示す、光学薄膜層
を８層重ねて形成した場合について述べる。このとき、シリカのみで構成される相対的に
屈折率の高い領域Ｉと、ナノメータサイズの空隙を有する相対的に屈折率の低い領域IIが
周期的に８回繰り返されたＤＢＲ反射鏡となるが、多層誘電体膜としては、屈折率の高い
領域Ｉの膜と屈折率の低い領域IIの膜をそれぞれ８回、すなわち１６層に相当する誘電体
膜を半分の８層分で形成したことになる。これは、少ない工程数で精度のよい多周期誘電
体膜を作製する手法となるので、有効である。図１２では、波長４９０ｎｍに合わせてそ
れぞれの領域の膜厚を膜形成条件により調整した場合の計算による透過スペクトルを示す
。また図１３では、波長５７０ｎｍに合わせてそれぞれの領域の膜厚を膜形成条件により
調整した場合の計算による透過スペクトルを示す。ここで、空隙を有する相対的に屈折率
の低い領域IIは屈折率１.３８ になるように設定した。これらの結果では、それぞれ波長
４９０ｎｍ，５７０ｎｍを反射率のピークにして透過率は５０％程度以上を確保できるよ
うに設計した。
【００４６】
　有機ＥＬ発光素子では、図１４に示すように、青色素子のスペクトルと緑色素子のスペ
クトルが従来重なりが大きく強度半分のところで交差していることが見て取れる。このこ
とは、青色素子と緑色素子のスペクトルの混合があり、色純度の低いスペクトルとなって
いるため、ディスプレイ表示装置には画像や色鮮明さの点で不利となる。これを改善する
ために、上記の光学薄膜の周期構造を適用して、青色と緑色素子のスペクトルにおいて半
値幅を狭くできるかどうかを調べた結果を図１４の計算結果に示す。本実施例の光学薄膜
を８層積層した場合で図１２の４９０ｎｍ中心の透過率スペクトルを有する積層膜と図
１３の５７０ｎｍ中心の透過率スペクトルを有する積層膜を通すことによって、青色素子
ではスペクトルの半値幅を４６ｎｍから２４ｎｍへ半分近く縮小でき、緑色素子ではスペ
クトルの半値幅を５７ｎｍから４４ｎｍへ２３％縮小できることが判った。特に、青色素
子に対しては、ピーク強度をほとんど変化させずに、スペクトルの半値幅を半減できる効
果があった。また赤色素子に対しては、ピーク強度をほとんど変化させずに、半値幅を
３６ｎｍから３３ｎｍへと多少とも縮小できる効果があった。緑色素子に対しては、スペ
クトルの両側において、透過率を制限する光学薄膜の周期構造によりさらに半値幅を縮小
させる設計が可能である。
【００４７】
　上記のように、従来青色素子と緑色素子においてスペクトル幅が広いため色純度が低い
という問題に対して、これを解決するために、青色素子と緑色素子のスペクトルにおいて
半値幅を縮小させ色純度を向上できることが計算により説明できた。
【００４８】
　本実施例では、ナノメータサイズの空隙におけるＭｉｅ散乱光を活用することにより光
取り出し効率を改善でき、同時にまた発光スペクトルの半値幅を低減し色純度を高く向上
させることが可能である。
【実施例６】
【００４９】
　図１５を用いて本発明の他実施例を以下に説明する。実施例１から５までの有機ＥＬ発
光素子をディスプレイ表示素子の画素に適用して、図１５に示すパネル画面３２を作製し
、回路配線３３を介して駆動電源３４で動作可能である。光取り出し効率を従来の素子よ
りも改善し、有機ＥＬ発光素子の動作電流及び消費電力を低減するとともに、長期間安定
で高信頼性のディスプレイ表示装置を可能とした。さらに、発光スペクトルの半値幅を縮
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【産業上の利用可能性】
【００５０】
　高効率の発光素子、特に光取り出し効率が高くスペクトル半値幅の狭い有機発光ダイオ
ード光源装置や低消費電力で信頼性の高い鮮明なディスプレイ表示装置や照明，白色バッ
クライト素子に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】（ａ）基板上シリカエアロゲル薄膜の断面図、（ｂ）シリカエアロゲル薄膜の構
造概略図。
【図２】（ａ）本発明における低屈折率光学薄膜の断面図、（ｂ）本発明低屈折率光学薄
膜の構造断面電子顕微鏡写真。
【図３】（ａ）低屈折率層の無い発光素子の断面図と発光点からの光線追跡を示す図、（
ｂ）低屈折率層の有る発光素子の断面図と発光点からの光線追跡を示す図。
【図４】（ａ）本発明の低屈折率光学単層薄膜を有する発光素子の断面図と発光点からの
光線追跡を示す図、（ｂ）本発明の低屈折率光学多層薄膜を有する発光素子の断面図と発
光点からの光線追跡を示す図。
【図５】本発明の一実施例における低屈折率光学単層薄膜を有する有機発光素子断面図。
【図６】（ａ），（ｂ）本発明の他実施例における低屈折率光学単層薄膜を有する有機発
光素子断面図。
【図７】（ａ），（ｂ）本発明の他実施例における低屈折率光学単層薄膜を有する有機発
光素子断面図。
【図８】（ａ），（ｂ）本発明の他実施例における低屈折率光学単層薄膜を有する有機発
光素子断面図。
【図９】本発明の他実施例における低屈折率光学多層薄膜を有する有機発光素子断面図。
【図１０】本発明の他実施例における低屈折率光学多層薄膜を有する有機発光素子断面図
。
【図１１】本発明の他実施例における低屈折率光学多層薄膜を有する有機発光素子断面図
。
【図１２】積層数８層の光学薄膜における４９０ｎｍ中心の透過率スペクトル計算結果。
【図１３】積層数８層の光学薄膜における５７０ｎｍ中心の透過率スペクトル計算結果。
【図１４】青緑赤有機発光素子のＥＬスペクトルと多層光学薄膜を通した後の計算スペク
トルを示す図。
【図１５】本発明素子による表示装置。
【符号の説明】
【００５２】
　１，３，５…透明ガラス基板、２…エアロゲル薄膜、４，９…本発明の低屈折率光学薄
膜、６…透明電極、７…有機層、８…一般的な低屈折率層、１０…基板、１１…光学薄膜
、１２…ＩＴＯ透明電極、１３…正孔注入層、１４…正孔輸送層、１５…発光層、１６…
電子輸送層、１７…ＬｉＦ／Ａｌ電極、１８…封止ガラス板、１９…封止シール剤、２１
…金属Ａｌ／Ｎｄ電極、２６…ＩＺＯ透明電極、３２…パネル画面、３３…回路配線、
３４…駆動電源。
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